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常勤役員退任慰労金規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、財団法人日本自然保護協会の常勤役員の退任慰労金の支給に関す

る措置を定める。 

 

（慰労金の支給） 

第２条 常勤役員が任期満了又は自己都合により退任あるいは死亡した場合に、退任慰

 労金を支給する。 

  ２ 職員を休職し常勤役員に就任した者は、常勤役員を退任あるいは死亡したとき
（常勤理事退任後に職員に復職した場合は職員を退職したとき）に、職員退職

金と前項の慰労金をあわせて支給する。税額を計算する際の勤続年数は、職員

と常勤役員の在任期間を通算する。 

 

（退任慰労金の額） 

第３条 常勤役員退任慰労金の額は、次のとおりとする。 

2008年8月1日改定の職員退職金支給規程第4条に定められた退職金の額に100分

の100の増額率を乗じて得た額を加算した額×常勤役員在任年数 

２ 常勤役員在任年数は、１年に満たない期間については、月割計算を行う。１ヶ

月未満の日数については、15日以上を１ヶ月とし、14日以下は切り捨てる。 

 

（常勤役員死亡時の受給権者） 

第４条 常勤役員が死亡のため退任したときの慰労金は、労働基準法施行規則第42条乃

至第45条に定める範囲および順位により、その遺族に支給する。 

 

（支給額の加算・減額） 

第５条 常勤役員が在任中、本協会に顕著な功労があった場合は、理事会の承認を得て

功労金を加算して支給することができる。 

２ 常勤役員が在任中、本協会の名誉を著しく傷つけたとき、または、予算上、資

金上本規程に定める慰労金の支給が困難なときは、理事会の承認を得て、慰労

金を減額するか支給しないことがある。 

 

（規程の改廃） 

第６条 本規程の改廃は、理事会の承認を経て、理事長がこれを行うものとする。 

 

附則 

（施行） 

第７条 この規程は2008年8月1日から施行する。 

  ２ この規程の実施前より常勤役員である者の実施前までの期間に対する退任慰労

金は、2000年6月1日施行の職員退職金支給規程第５条に基づき算出する。 


